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四　

世
界
金
融
危
機
下
の
著
名
事
件

1　

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
の
世
界
金
融
危
機

　

ア
メ
リ
カ
で
二
〇
〇
七
年
に
顕
在
化
し
た
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
・
ロ
ー
ン
危
機
を
発
端
に
、
二
〇
〇
八
年
に
は
同
国
の
大
手
金
融
事
業

者
が
相
次
い
で
経
営
危
機
に
陥
っ
た
。
主
要
な
出
来
事
と
し
て
、
三
月
に
は
投
資
銀
行
ベ
ア
・
ス
タ
ー
ン
ズ
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
連
邦
準
備

制
度
理
事
会
）
の
資
金
拠
出
に
よ
る
緊
急
融
資
を
受
け
た
後
、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
に
事
業
譲
渡
さ
れ
た
。
ま
た
九
月
に
は
、

連
邦
住
宅
金
融
抵
当
公
庫
（Freddie M

ac: Federal H
om

e Loan M
ortgage Corporation

）
と
連
邦
住
宅
抵
当
公
庫
（Fannie 

M
ae: Federal N

ational M
ortgage A

ssociation

）
が
連
邦
財
務
省
の
資
金
拠
出
に
よ
る
救
済
を
受
け
た
ほ
か
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ

ザ
ー
ズ
の
第
一
一
章
手
続
申
立
と
そ
の
後
の
バ
ー
ク
レ
イ
ズ
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（BCS: Barclays Capital, Inc.

）
お
よ
び
野
村
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
へ
の
事
業
譲
渡
、
メ
リ
ル
リ
ン
チ
の
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
へ
の
株
式
譲
渡
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
へ
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
緊
急

融
資
と
株
式
取
得
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
の
第
一
一
章
手
続
申
立
と
そ
の
後
の
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
へ
の
事
業

譲
渡
が
相
次
い
で
行
わ
れ
た
。
一
〇
月
に
は
緊
急
経
済
安
定
化
法
（Em

ergency Econom
ic Stabilization A

ct of 2008

）
（10
（

）
が
成
立

し
、
生
き
延
び
た
金
融
事
業
者
の
多
く
も
、
同
法
に
基
づ
き
連
邦
政
府
資
金
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
。

　

ア
メ
リ
カ
の
金
融
危
機
を
受
け
、
世
界
の
株
式
市
場
も
二
〇
〇
八
年
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
過
去
最
大
級
の
株
価
の
下
落
を

記
録
し
た
（
わ
が
国
で
は
「
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
と
通
称
さ
れ
る
）。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
三
大
自
動
車
製
造
業
者
（
ク
ラ
イ
ス

ラ
ー
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ズ
（
Ｇ
Ｍ
）、
フ
ォ
ー
ド
。
い
わ
ゆ
る
“Big T

hree

”。）
が
経
営
危
機
に
陥
り
、
連
邦
議
会
に
公
的
支
援

を
求
め
た
も
の
の
法
案
は
議
会
通
過
に
至
ら
ず
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
と
Ｇ
Ｍ
は
資
金
枯
渇
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
し
て
、
同
年
末
以

降
、
緊
急
経
済
安
定
化
法
に
よ
る
支
援
を
受
け
つ
つ
再
建
を
模
索
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
両
社
は
連
邦
政
府
や
主
要
債
権
者
と
経
営

再
建
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
協
議
の
上
合
意
に
至
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、
第
一
一
章
手
続
申
立
後
に
迅
速
に
三
六
三
セ
ー
ル
を
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行
う
手
法
を
採
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
巨
大
企
業
で
あ
っ
た
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
お
よ
び
Ｇ
Ｍ
が
、
再
建

手
法
と
し
て
第
一
一
章
手
続
申
立
後
の
計
画
外
事
業
譲
渡
を
選
ん
だ
こ
と
は
米
国
内
外
で
報
道
さ
れ
、「
三
六
三
セ
ー
ル
」
が
広
く

一
般
に
も
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
著
名
事
件
に
つ
い
て
の
判
例
・
裁
判
例
を
概
観
す
る）（10
（

。

2　

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
事
件
決
定
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
、
二
〇
〇
九
年）（（1
（

）

【
事
案
】

　

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
、
米
国
内
外
で
投
資
銀
行
業
や
証
券
業
等
を
営
む
金
融
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
が
、
世
界
金
融
危
機
に

よ
り
経
営
が
悪
化
し
、
倒
産
回
避
を
模
索
し
た
が
叶
わ
ず
、
二
〇
〇
八
年
九
月
一
五
日
に
グ
ル
ー
プ
の
持
株
会
社
で
あ
るLehm

an 

Brothers H
oldings Inc. 

（
Ｌ
Ｂ
Ｈ
Ｉ
）
が
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
た
。
当
時
、
Ｌ
Ｂ
Ｈ
Ｉ
の
子
会
社
で
あ
るLehm

an 

Brothers Inc. 

（
Ｌ
Ｂ
Ｉ
）
の
事
業
譲
渡
の
交
渉
が
Ｂ
Ｃ
Ｓ
と
行
わ
れ
て
お
り
、
九
月
一
六
日
に
、
Ｌ
Ｂ
Ｉ
の
北
米
事
業
と
業
務
支

援
イ
ン
フ
ラ
（
本
社
ビ
ル
を
含
む
）
を
、
Ｂ
Ｃ
Ｓ
に
約
一
七
億
ド
ル
で
売
却
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
Ｌ
Ｂ
Ｈ
Ｉ
は
、
九
月
一
七

日
に
、
譲
渡
対
象
財
産
の
価
値
の
急
速
な
低
減
を
理
由
に
、
手
続
の
迅
速
な
進
行
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｌ
Ｂ

Ｉ
を
プ
ラ
イ
ム
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
い
た
投
資
フ
ァ
ン
ド
で
あ
るBay H

arbour M
anagem

ent

ら
が
異
議
を
述
べ
た
が
、
裁
判

所
は
、
申
立
に
係
る
事
業
譲
渡
は
、「
世
界
の
金
融
市
場
に
重
要
性
を
持
つ
極
め
て
非
日
常
的
な
取
引
」
で
あ
る
と
し
て
正
当
な
事

案
上
の
理
由
を
認
め
、
連
邦
倒
産
規
則
所
定
の
予
告
期
間
を
短
縮
し
、
審
問
期
日
を
申
立
の
二
日
後
に
設
定
し
た
。
Ｌ
Ｂ
Ｈ
Ｉ
の
代

理
人
は
、
関
係
者
か
ら
の
事
業
譲
渡
に
関
す
る
質
問
に
二
四
時
間
体
制
で
応
じ
、
九
月
一
九
日
午
後
の
審
問
期
日
は
、
利
害
関
係
人

と
傍
聴
人
で
法
廷
が
あ
ふ
れ
、
審
問
は
翌
朝
ま
で
続
い
た
。

　

裁
判
所
は
、
九
月
二
〇
日
に
Ｂ
Ｃ
Ｓ
へ
の
事
業
譲
渡
を
許
可
す
る
決
定
を
し
た
。
同
決
定
は
、
審
問
の
予
告
期
間
を
短
縮
す
る
合
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理
的
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
、
適
法
か
つ
適
切
で
時
宜
に
適
っ
た
通
知
の
上
で
審
問
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
全
て
の
利
害
関
係
人
に
異

議
を
述
べ
る
合
理
的
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
、
事
業
譲
渡
を
迅
速
に
許
可
し
な
け
れ
ば
債
務
者
財
産
に
回
復
不
能
の
損
害
が
生
じ
る
お

そ
れ
が
切
迫
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
よ
り
高
額
の
譲
受
申
出
が
な
か
っ
た
こ
と
を
認
定
し
、
本
件
事
業
譲
渡
は
必
要
か
つ
適
切

で
利
害
関
係
人
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
と
し
た
。
併
せ
て
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｆ
）
に
基
づ
き
担
保
権
等
の
負
担
が
消

除
さ
れ
る
こ
と
と
、
Ｂ
Ｃ
Ｓ
は
同
条
（
ｍ
）
の
誠
実
な
買
主
に
該
当
す
る
こ
と
も
認
定
し
た
。

　

Bay H
arbour M

anagem
ent

ら
は
上
訴
申
立
を
し
た
が
、
執
行
停
止
申
立
を
せ
ず
、
本
件
事
業
譲
渡
の
決
済
は
九
月
二
二
日

に
完
了
し
た
。
上
訴
の
理
由
と
し
て
、
①
Ｂ
Ｃ
Ｓ
は
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｍ
）
の
誠
実
な
買
主
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
②
事
業

譲
渡
の
許
可
は
、
合
衆
国
憲
法
の
適
正
手
続
条
項
（
第
一
四
修
正
）
に
違
反
す
る
こ
と
、
③
担
保
権
等
の
負
担
の
消
除
の
許
可
が
違

法
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。

【
決
定
要
旨
】

　

連
邦
地
方
裁
判
所
は
Ｂ
Ｃ
Ｓ
が
誠
実
な
買
主
で
あ
り
、
争
訟
性
は
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｍ
）
に
よ
り
失
わ
れ
た
（m

oot

）
と

し
て
上
訴
を
却
下
し
、
本
件
事
業
譲
渡
の
許
可
を
維
持
し
た
。

3　

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
判
決
（
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
二
〇
〇
九
年）（（（
（

）

【
事
案
】

　

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
一
九
九
八
年
に
ド
イ
ツ
の
ダ
イ
ム
ラ
ー
・
ベ
ン
ツ
と
合
併
し
ダ
イ
ム
ラ
ー
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
と
な
っ
て
い
た

が
、
二
〇
〇
七
年
に
ダ
イ
ム
ラ
ー
と
は
分
離
し
た
。
そ
の
後
、
世
界
金
融
危
機
に
よ
る
業
績
低
迷
や
、
退
職
者
向
け
の
年
金
お
よ
び

医
療
保
険
の
負
担
の
増
加
な
ど
で
資
金
繰
り
が
悪
化
し
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
は
全
米
の
工
場
を
一
時
操
業
停
止
す
る
な
ど
深
刻

な
経
営
危
機
に
陥
っ
て
い
た
。
大
統
領
（
任
期
終
了
ま
で
約
一
月
の
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
）
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
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安
定
化
の
た
め
に
連
邦
政
府
が
立
ち
上
げ
た
不
良
資
産
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
（T

A
RP: T

roubled A
sset Relief Program

）
の
一
つ

で
あ
る
自
動
車
産
業
融
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
（A

IFP: A
utom

otive Industry Financing Program

）
に
基
づ
き
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
救
済

の
た
め
の
融
資
枠
を
設
定
し
た
。
こ
の
融
資
枠
に
よ
り
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
に
連
邦
財
務
省
か
ら
四
〇

億
ド
ル
の
融
資
を
受
け
、
そ
の
後
も
追
加
融
資
を
受
け
な
が
ら
、
再
建
方
法
に
つ
き
連
邦
政
府
や
主
要
債
権
者
と
協
議
を
続
け
て
い

た
。
し
か
る
に
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
ア
ッ
ト
（Fiat S.p.A

.

）
と
の
業
務
提
携
に
よ
る
再
建
案
が
ま
と
ま
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
九
年

四
月
三
〇
日
に
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
（
以
下
「
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
」
と
い
う
）
か
ら
の
事
業
譲
渡
の
受
け
皿
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た

N
ew

 Carco A
cquision LLC

（
以
下
「
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
」
と
い
う
）
と
の
間
で
、
取
引
基
本
契
約
（M

aster T
ransaction 

A
greem

ent

）（
以
下
「
本
件
基
本
契
約
」
と
い
う
）
を
締
結
し
た
。

　

本
件
基
本
契
約
の
内
容
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
条
件
と
し
て
、
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
事
業
を
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
に
約
二
〇
億
ド
ル

で
譲
渡
し
、
譲
渡
代
金
は
第
一
順
位
担
保
付
債
権
者
（
金
融
債
権
者
）
に
分
配
す
る
が
、
無
担
保
債
権
者
や
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
株

主
へ
の
分
配
は
な
い
。
ま
た
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
債
務
の
う
ち
、
米
国
連
邦
政
府
お
よ
び
カ
ナ
ダ
輸
出
開

発
公
社
（ED

C: Export D
evelopm

ent Canada
）
の
融
資
に
よ
る
担
保
付
債
務
約
六
〇
億
ド
ル
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
な
ど
取
引
債
権

者
に
対
す
る
無
担
保
債
務
約
五
三
億
ド
ル
、
全
米
自
動
車
労
働
組
合
（U

A
W

: U
nited A

uto W
orkers

）
に
所
属
し
て
い
た
退
職
従

業
員
向
け
の
福
利
厚
生
基
金
（
以
下
「U

A
W

 T
rust

」
と
い
う
）
に
対
す
る
債
務
約
一
〇
〇
億
ド
ル
の
う
ち
約
四
五
億
ド
ル
分
を
承

継
す
る
こ
と
も
内
容
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
本
件
基
本
契
約
の
実
行
に
よ
っ
て
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
株
主
構
成
は
、U

A
W

 

T
rust

五
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
米
国
連
邦
財
務
省
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
Ｅ
Ｄ
Ｃ
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る

こ
と
や
、
本
件
基
本
契
約
の
決
済
完
了
後
に
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
社
名
を
「
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
」
と
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

　

旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
三
〇
日
に
裁
判
所
に
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
事
業
譲
渡
に
つ
い
て

の
入
札
手
続
の
許
可
申
立
を
し
た
。
裁
判
所
は
審
問
を
経
て
入
札
手
続
を
許
可
し
、
唯
一
応
札
し
た
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
が
落
札
し
、



6

法学研究 92 巻 6 号（2019：6）

倒
産
裁
判
所
は
五
月
三
一
日
に
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
へ
の
事
業
譲
渡
を
許
可
し
た）（（1
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
に
よ
る
債
務
承
継
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
無
担
保
債
権
者
で
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
警
察
退

職
金
基
金
な
ど
が
、
連
邦
地
方
裁
判
所
を
飛
び
越
し
て
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
を
提
起
し
た）（（1
（

。
主
な
上
訴
理
由
と
し
て
は
、
①
本

件
基
本
契
約
に
よ
り
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
資
産
、
経
営
陣
や
従
業
員
の
多
く
を
承
継
し
た
上
で
、
同
じ
ク
ラ

イ
ス
ラ
ー
を
名
乗
り
、
同
じ
ブ
ラ
ン
ド
の
自
動
車
を
生
産
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
業
譲
渡
の
形
式
を
採
る
が
実
態
は
再
建
で
あ
り
、

隠
れ
た
再
建
計
画
（sub rosa plan

）
に
該
当
す
る
こ
と
、
②
全
額
の
弁
済
を
受
け
ら
れ
な
い
担
保
付
債
権
者
が
い
る
の
に
、
無
担

保
債
権
者
で
あ
るU

A
W

 T
rust

が
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
に
よ
る
債
務
の
承
継
お
よ
び
同
社
の
株
式
の
割
当
を
受
け
る
こ
と
は
、
絶

対
的
優
先
原
則
に
反
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
な
お
、
上
訴
に
伴
う
事
業
譲
渡
許
可
決
定
の
執
行
停
止
が
認
め
ら
れ
た
。

【
判
旨
】

　

本
判
決
は
、In re Lionel

事
件
判
決
やIn re Braniff A

irw
ays

事
件
判
決
の
判
旨
を
引
用
す
る
ほ
か
、
三
六
三
セ
ー
ル
を
め

ぐ
る
議
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
以
下
の
通
り
判
示
し
て
上
訴
を
棄
却
し
、
倒
産
裁
判
所
に
よ
る
事
業
譲
渡
許
可
決
定
を
維
持
し
た）（（1
（

。

　
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
警
察
退
職
金
基
金
が
、
本
件
取
引
が
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
論
拠
は
、
主
と
し
て
、
担

保
付
債
権
が
全
額
弁
済
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
無
担
保
債
権
者
に
価
値
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
や
、
計
画
認
可
手
続
の
要
件

を
充
足
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
倒
産
裁
判
所
は
、
債
権
者
間
の
優
先
順
位
は
適
切
に
配
慮
さ
れ
、
こ
れ
を
覆
し
て
い

な
い
と
認
定
し
た
。
リ
ー
エ
ン
保
有
者
の
担
保
権
は
、
本
件
事
業
譲
渡
に
よ
る
全
て
の
収
益
を
対
象
と
し
て
い
る
…
…
。
ま
た
、
新

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
株
式
は
、
財
団
の
財
産
に
対
し
て
で
は
な
く
、
政
府
融
資
、
新
技
術
、
新
経
営
陣
と
い
っ
た
新
価
値
に
対
し
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
警
察
退
職
金
基
金
は
、
本
件
基
本
契
約
はIn re Lionel
事
件
判
決
の
考
慮
要
素
を
充
足
し
て
い
な
い
と
主
張

す
る
が
、
倒
産
裁
判
所
の
認
定
は
そ
れ
に
対
す
る
適
切
な
反
証
で
あ
る
。
倒
産
裁
判
所
が
正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
肯
定
し
た
要
点
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は
、
本
件
の
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
唯
一
残
さ
れ
た
途
は
清
算
で
あ
り
、
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
財
団
や
上
訴
人
の
利
益
が

僅
少
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
第
一
一
章
手
続
申
立
前
か
ら
時
間
を
費
や
し
、
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
あ
る
い
は

事
業
譲
受
人
を
世
界
中
か
ら
公
募
し
た
が
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
以
外
の
申
出
は
な
か
っ
た
。

　

本
件
事
業
譲
渡
は
二
〇
億
ド
ル
の
収
益
が
見
込
ま
れ
る
が
、
仮
に
二
〇
〇
九
年
五
月
二
〇
日
に
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
清
算
を
行
っ
た

と
す
れ
ば
、
清
算
価
値
は
最
大
で
も
八
億
ド
ル
程
度
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ア
ッ
ト
は
、
事
業
譲
渡
の
決
済
を
二
〇
〇
九
年
六
月
一
五
日

ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
を
支
援
の
条
件
と
し
て
お
り
、
…
…
期
限
延
長
の
た
め
の
交
渉
材
料
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
事
業
資
源
の

維
持
の
た
め
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
工
場
は
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
、
倒
産
裁
判
所
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
一
日
で
一
億
ド
ル
近
く
現
金
が
逸

失
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。

　

…
…
収
入
の
減
少
、
工
場
の
操
業
停
止
、
巨
額
の
負
債
の
増
加
な
ど
、
本
件
は
ま
さ
に
『
溶
け
ゆ
く
氷
塊
（m

elting ice cube

）』

の
比
喩
が
当
て
は
ま
る
。
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
生
産
は
停
止
し
て
い
た
が
、
賃
料
、
固
定
費
用
、
給
与
の
支
払
義
務
は
発
生
し
て
お

り
、
継
続
企
業
価
値
は
日
々
低
減
し
て
い
た
。
本
件
事
業
譲
渡
は
倒
産
法
の
基
底
に
あ
る
目
的
で
あ
る
財
団
価
値
の
最
大
化
に
合
致

し
、
無
用
の
損
失
拡
大
を
避
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
倒
産
裁
判
所
の
裁
量
の
濫
用
は
存
在
し
な
い
。」

　

本
判
決
に
対
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
裁
量
上
訴
の
申
立
が
さ
れ
た
が
、
上
訴
に
伴
う
執
行
停
止
は
発
令
さ
れ
ず
、
本
件
事

業
譲
渡
の
決
済
は
完
了
し
た
た
め
、
連
邦
最
高
裁
は
本
判
決
を
破
棄
し
原
審
に
差
戻
し
、
争
訟
性
の
喪
失
（m

oot

）
に
よ
り
上
訴
を

却
下
す
る
よ
う
命
じ
た）（（1
（

。

4　

Ｇ
Ｍ
事
件
決
定
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、
二
〇
〇
九
年）（（1
（

）

【
事
案
】

　

Ｇ
Ｍ
は
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
と
同
様
に
、
Ａ
Ｉ
Ｆ
Ｐ
に
基
づ
く
救
済
融
資
枠
一
三
四
億
ド
ル
の
設
定
を
受
け
、
連
邦
財
務
省
か
ら
二
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〇
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
に
約
四
〇
億
ド
ル
の
融
資
を
受
け
た
ほ
か
、
そ
の
後
も
追
加
融
資
を
複
数
回
受
け
て
い
た
。
Ｇ
Ｍ
は
当
初
、

裁
判
外
で
の
経
営
再
建
を
模
索
し
て
協
議
・
交
渉
を
行
っ
た
が
、
債
権
者
の
十
分
な
同
意
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
連
邦
政
府
は
、

よ
り
抜
本
的
な
経
営
再
建
案
を
迅
速
に
実
行
し
な
け
れ
ば
更
な
る
追
加
融
資
は
行
え
な
い
と
し
た
の
で
、
Ｇ
Ｍ
は
方
針
を
転
換
し
、

第
一
一
章
手
続
の
申
立
後
、
迅
速
に
三
六
三
セ
ー
ル
を
行
う
ス
キ
ー
ム
を
、
連
邦
政
府
な
ど
主
要
な
債
権
者
と
の
交
渉
を
経
て
立
案

し
た
。
こ
の
再
建
ス
キ
ー
ム
は
、
Ｇ
Ｍ
（
以
下
、「
旧
Ｇ
Ｍ
」
と
い
う
）
の
総
事
業
を
三
六
三
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
受
け
皿
会
社
で
あ
る

V
ehicle A

cquisition H
oldings LLC

（
以
下
、「
新
Ｇ
Ｍ
」
と
い
う
）
に
譲
渡
す
る
こ
と
、
連
邦
財
務
省
が
保
有
す
る
旧
Ｇ
Ｍ
に
対

す
る
債
権
を
新
Ｇ
Ｍ
へ
の
出
資
に
切
り
替
え
る
こ
と
、
新
Ｇ
Ｍ
は
Ｇ
Ｍ
の
社
名
を
承
継
し
二
〇
一
〇
年
の
再
上
場
を
目
指
す
こ
と
を

内
容
と
し
て
い
た
。

　

旧
Ｇ
Ｍ
は
、
二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
に
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
る
と
と
も

に
、
新
Ｇ
Ｍ
と
の
間
で
売
買
基
本
契
約
を
締
結
し
、
事
業
譲
渡
手
続
に
つ
い
て
の
許
可
申
立
を
し
た
。
裁
判
所
の
許
可
を
経
て
入
札

が
実
施
さ
れ
た
が
、
米
国
連
邦
財
務
省
と
カ
ナ
ダ
輸
出
開
発
公
社
（ED

C: Export D
evelopm

ent Canada

）
の
み
が
応
札
し
た
。

そ
の
後
審
問
を
経
て
、
裁
判
所
は
同
年
七
月
五
日
に
事
業
譲
渡
を
許
可
す
る
決
定
を
し
た
。

　

第
一
一
章
手
続
申
立
時
点
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｍ
は
担
保
付
債
務
と
し
て
①
金
融
債
権
者
に
対
し
約
六
〇
億
ド
ル
、
②
米
国
連
邦
財
務

省
に
対
し
約
一
九
四
億
ド
ル
、
無
担
保
債
務
と
し
て
③
Ｕ
Ａ
Ｗ
に
所
属
し
て
い
た
従
業
員
の
退
職
従
業
員
向
け
福
利
厚
生
基
金
に
対

す
る
債
務
約
二
一
〇
億
ド
ル
、
④
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
二
七
〇
億
ド
ル
を
負
担
し
て
い
た
が
、
本
件
事
業
譲
渡
の
実
行
に
よ
り
、

以
下
の
通
り
に
な
っ
た
。

　

①
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
全
額
返
済
さ
れ
た
。
②
の
債
権
と
、
米
国
連
邦
財
務
省
お
よ
び
Ｅ
Ｄ
Ｃ
に
よ
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
係
る
債
権
は
、
入
札
の
際
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ド
に
充
て
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
残
債
務
で
あ
る
米
国
連
邦
財
務

省
に
対
す
る
約
七
〇
億
ド
ル
、
お
よ
び
Ｅ
Ｄ
Ｃ
に
対
す
る
約
一
〇
億
ド
ル
を
新
Ｇ
Ｍ
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
加
え
て
、
米
国
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連
邦
財
務
省
は
、
新
Ｇ
Ｍ
の
優
先
株
二
一
億
ド
ル
と
普
通
株
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
当
を
受
け
、
Ｅ
Ｄ
Ｃ
は
優
先
株
四
億
ド
ル
と
普

通
株
一
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
当
を
受
け
た
。
③
新
た
に
組
織
し
直
さ
れ
た
退
職
従
業
員
向
け
福
利
厚
生
基
金
は
、
二
〇
一
七
年

満
期
の
約
二
五
億
ド
ル
の
米
国
債
券
と
、
約
七
億
ド
ル
の
カ
ナ
ダ
債
券
に
加
え
て
、
新
Ｇ
Ｍ
の
優
先
株
六
五
億
ド
ル
、
普
通
株
約
一

七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
お
よ
び
ワ
ラ
ン
ト
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
当
を
受
け
た
。
④
旧
Ｇ
Ｍ
は
新
Ｇ
Ｍ
の
普
通
株
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
と
ワ
ラ
ン
ト
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
当
を
受
け
た
。

　

本
件
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
少
数
の
無
担
保
社
債
権
者
（U

noffi
cial Com

m
ittee of Fam

ily &
 D

issident GM
 Bondholders. 

全
負
債
に
占
め
る
割
合
に
し
て
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
）
が
、
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
す
る
こ
と
や
、
旧
Ｇ
Ｍ
の
経
営
判
断
は
適
切
で

な
い
こ
と
等
を
理
由
に
異
議
を
述
べ
た
。
こ
の
他
に
、
自
動
車
事
故
の
被
害
者
や
、
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
な
ど
損
害
賠
償
請
求
権
を

主
張
し
訴
訟
で
係
争
中
の
者
が
、
新
Ｇ
Ｍ
に
よ
る
旧
Ｇ
Ｍ
債
務
の
承
継
の
対
象
外
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
不
公
正
・
不
平
等
で

あ
る
と
し
て
異
議
を
述
べ
た
。

【
決
定
要
旨
】

　

本
決
定
は
長
文
に
渡
る
が
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
と
、
隠
れ
た
再
建
計
画
に
関
す
る
判
断
の
要
旨
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
。

（
1
）　

正
当
な
事
業
上
の
理
由
に
つ
い
て

　

本
決
定
はLionel

事
件
判
決
が
示
し
た
考
慮
要
素
に
加
え
、
以
下
も
追
加
的
な
要
素
と
し
て
考
慮
可
能
で
あ
る
と
し
た）（（1
（

。

⑧　

財
団
が
計
画
認
可
ま
で
維
持
可
能
な
資
金
流
動
性
を
有
し
て
い
る
か
。

⑨　

当
該
事
業
譲
渡
の
機
会
は
計
画
認
可
の
時
点
ま
で
存
続
す
る
か
。

⑩　

前
記
⑨
の
機
会
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
債
権
者
に
と
っ
て
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
望
ま
し
い
、
他
の
事
業
譲
渡
ま
た
は

　

自
主
再
建
の
機
会
が
存
在
す
る
可
能
性
は
ど
の
程
度
か
。

⑪　

事
業
譲
渡
を
遷
延
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
「
患
者
が
手
術
台
で
死
亡
す
る
」
か
の
如
き
重
大
な
危
険
が
生
じ
る
か
。
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そ
の
上
で
、
裁
判
所
は
以
下
の
と
お
り
認
定
し
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
が
存
在
す
る
と
し
た）（（0
（

。

　
「
本
件
の
事
案
以
上
に
、
迅
速
な
三
六
三
セ
ー
ル
が
正
当
と
さ
れ
る
事
案
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
裁
判
所
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
旧

Ｇ
Ｍ
は
流
動
性
を
喪
失
し
て
お
り
、
消
費
者
や
購
入
者
の
疑
念
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
再
建
計
画
内
で
事
業
譲
渡
を
行
う
余
裕

は
存
在
し
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
米
国
連
邦
財
務
省
の
旧
Ｇ
Ｍ
へ
の
融
資
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
一
〇
日
ま
で
に
三
六
三
セ
ー
ル
の

裁
判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
お
り
、
際
限
な
く
融
資
を
続
け
る
意
向
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
債
権

者
間
の
取
り
分
を
め
ぐ
る
争
い
の
解
決
を
待
つ
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
仮
に
三
六
三
セ
ー
ル
を
不
許
可
と
し
た
場
合
、
Ｇ
Ｍ
は
米

国
連
邦
政
府
に
よ
る
融
資
を
得
ら
れ
ず
、
七
月
一
〇
日
に
は
現
金
が
枯
渇
し
、
残
さ
れ
た
途
は
清
算
だ
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。」

　

ま
た
、
異
議
申
立
人
が
、
連
邦
政
府
の
期
限
設
定
は
単
な
る
ポ
ー
ズ
で
あ
り
、
Ｇ
Ｍ
を
救
済
し
な
い
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
主

張
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
賭
け
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
述
べ
、「
裁
判
所
は
、
財
団
の
価
値
を
維
持
最
大
化
し
、

取
引
業
者
を
生
存
さ
せ
、
従
業
員
の
雇
用
を
維
持
す
る
こ
と
に
専
心
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
到
達
目
標
を
危
険
に
さ
ら
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。」
と
説
示
し
た）（（0
（

。

（
2
）　

隠
れ
た
再
建
計
画
に
つ
い
て

　

隠
れ
た
再
建
計
画
で
あ
る
旨
の
異
議
申
立
人
の
主
張
に
つ
い
て
は
、In re Braniff A

irw
ays

事
件
判
決
等
を
引
用
し
た
上
で
、

「
本
件
売
買
基
本
契
約
は
、
再
建
計
画
の
条
項
を
支
配
す
る
も
の
で
も
、
債
権
者
の
権
利
を
支
配
な
い
し
再
構
成
す
る
も
の
で
も
な

く
、
価
値
を
注
入
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
債
権
者
は
そ
の
価
値
を
、
後
に
裁
判
所
が
認
可
す
る
で
あ
ろ
う
再
建
計
画
に
よ
っ
て
分

か
ち
合
う
の
で
あ
り
、
本
件
事
業
譲
渡
は
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
し
な
い
。」
と
し
て
否
定
し
た）（11
（

。

　

ま
た
、
Ｔ
Ｗ
Ａ
事
件
決
定
が
、
譲
渡
代
金
の
分
配
に
関
す
る
条
項
は
、
譲
渡
自
体
に
つ
い
て
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
を
基

礎
づ
け
な
い
と
し
た
部
分）（1（
（

を
引
用
の
上
、「
本
件
の
異
議
申
立
人
が
主
張
す
る
点
は
、
譲
受
人
の
意
思
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
依
拠
し

て
い
る
。
異
議
申
立
人
は
、
①
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
間
の
未
履
行
契
約
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
承
継
さ
れ
る
こ
と
、
②
全
て
の
従
業
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員
に
対
し
雇
用
継
続
の
申
出
が
あ
る
こ
と
、
③
Ｕ
Ａ
Ｗ
と
の
労
働
協
約
（
新
し
い
退
職
者
福
利
厚
生
基
金
へ
の
拠
出
を
含
む
）
が
修
正

の
上
で
承
継
さ
れ
る
こ
と
を
異
議
の
理
由
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。

①
は
ほ
と
ん
ど
の
三
六
三
セ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
典
型
的
な
条
項
（
譲
受
人
が
承
継
の
対
象
と
す
る
契
約
を
指
定
す
る
も
の
）
で
あ
り
、

②
③
は
、
譲
渡
自
体
で
は
な
く
譲
受
人
の
自
発
的
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
裁
判
所
は
、
異
議
申
立
人
が
他
の
無
担
保
債
権
者
（
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
や
Ｕ
Ａ
Ｗ
）
の
よ
う
な
分
配
に
与
れ
な
い
こ
と
に
落
胆
し

て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。」

5　

前
記
三
判
決
・
決
定
の
位
置
付
け

（
1
）　

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
事
件
決
定

　

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
事
件
決
定
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
の
許
可
要
件
に
つ
い
て
の
判
断
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
決
定
の
内
容

自
体
に
は
特
に
見
る
べ
き
点
は
な
い
。
し
か
し
、
第
一
一
章
手
続
と
し
て
は
史
上
最
大
の
負
債
額
の
事
案
（
当
時
）
で
あ
り
、
し
か

も
第
一
一
章
手
続
申
立
の
わ
ず
か
四
日
後
に
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
の
審
問
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
翌
日
に
許
可
に
至
っ
た
極
め
て
迅
速

な
手
続
進
行
が
、
三
六
三
セ
ー
ル
の
迅
速
性
や
有
用
性
の
象
徴
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
2
）　

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
判
決
お
よ
び
Ｇ
Ｍ
事
件
決
定

（
ａ
）　

正
当
な
事
業
上
の
理
由
に
つ
い
て

　

両
事
件
で
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
つ
き
正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
基
礎
付
け
る
事
情
と
し
て
、
連
邦
財
務
省
が
指
定
し
た
期
限
ま

で
に
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
同
省
に
よ
る
融
資
が
停
止
さ
れ
、
資
金
枯
渇
に
よ
り
事
業
継
続
が
不
可
能
に
な
り
清
算
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
緊
急
の
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
、
事
業
譲
受
人
や
譲
渡
価
格
は
入
札
を
経
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
多
数
の
債
権

者
が
同
意
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
認
定
や
評
価
は
、
多
く
の
倒
産
法
研
究
者
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
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る
。

　

第
一
に
、
緊
急
性
に
つ
い
て
は
、
連
邦
財
務
省
の
融
資
が
直
ち
に
停
止
さ
れ
る
ほ
ど
切
迫
性
は
な
か
っ
た
と
の
指
摘
や
、
特
に
ク

ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
で
は
、
需
要
の
低
迷
を
理
由
に
既
に
全
工
場
が
操
業
を
停
止
し
て
お
り
、
手
続
が
多
少
長
期
化
し
た
と
し
て
も
事

業
活
動
に
深
刻
な
影
響
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
と
す
る
指
摘
が
あ
る）（11
（

。
し
か
し
他
方
で
、
Ｇ
Ｍ
事
件
決
定
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
債
務
者
が
財
団
財
産
の
価
値
の
急
速
な
低
下
を
主
張
す
る
場
合
、
事
情
を
知
悉
す
る
当
事
者
や
利
害
関
係
人
と
、
情
報
格

差
の
あ
る
裁
判
所
と
の
「
肝
試
し
」
と
な
る
こ
と
は
否
め
ず
、「
賭
け
」
に
出
る
こ
と
が
難
し
い
倒
産
裁
判
所
の
立
場
に
対
す
る
理

解
も
示
さ
れ
て
い
る）（11
（

。

　

ま
た
、
譲
受
人
や
譲
渡
価
格
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
は
入
札
を
経
て
い
る
も
の
の
、
実
際
は
第
一
一
章
手
続
申
立

前
に
関
係
者
が
協
議
の
上
、
譲
受
人
候
補
者
も
含
め
予
め
合
意
済
み
の
内
容
を
入
札
条
件
に
設
定
し
、
当
該
候
補
者
が
予
定
通
り
応

札
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と）（11
（

や
、
譲
渡
価
格
を
決
め
る
際
に
参
照
さ
れ
た
事
業
価
値
の
評
価
も
、
専
門
家
の
意
見
に
基
づ
い
て
は
い
る

が
債
務
者
自
身
が
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
価
格
の
相
当
性
を
基
礎
付
け
る
市
場
の
テ
ス
ト
（m

arket test

）
が
機
能
し
な
か
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（11
（

。

　

さ
ら
に
、
主
要
債
権
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
最
大
の
債
権
者
で
あ
る
連
邦
財
務
省
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
よ
る
再
建
の
立
案
に

深
く
関
与
し
て
お
り
、
む
し
ろ
債
務
者
と
共
通
の
利
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
多
く
の
金
融
事
業
者
は
前
記
の
緊
急
経
済

安
定
化
法
に
基
づ
く
不
良
資
産
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｐ
）
を
利
用
し
て
連
邦
政
府
の
支
援
を
受
け
て
お
り
、
同
じ
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
や
Ｇ
Ｍ
の
再
建
に
つ
い
て
連
邦
政
府
の
方
針
に
異
を
唱
え
辛
い
立
場
に
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（11
（

。

　

そ
し
て
、
最
大
の
批
判
は
、
財
産
価
値
の
急
速
な
低
下
に
よ
る
緊
急
の
事
業
譲
渡
の
必
要
性
は
、
計
画
外
事
業
譲
渡
を
正
当
化
で

き
る
と
し
て
も
、
優
先
順
位
に
合
致
し
な
い
譲
渡
対
価
の
分
配
を
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る）（11
（

。
こ
の
批
判
は
隠
れ
た
再
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建
計
画
の
法
理
と
関
係
す
る
の
で
、
こ
の
直
後
に
詳
述
す
る
。

（
ｂ
）　

隠
れ
た
再
建
計
画
に
つ
い
て

　

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
や
Ｇ
Ｍ
の
事
業
譲
渡
は
、
異
な
る
権
利
者
間
の
優
先
順
位
に
反
す
る
結
果）（10
（

や
、
同
順
位
の
権
利
者
間
の
平
等
取
扱

い
に
反
す
る
結
果）（10
（

を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
適
切
に
組
分
け
を
行
っ
た
上
で
、
計
画
認
可
の
実
体
的
お
よ
び
手

続
的
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
利
害
関
係
人
は
そ
れ
ら
の
保
護
が
奪
わ
れ
た
旨
の
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
加
え
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
と
Ｇ
Ｍ
事
件
は
い
ず
れ
も
、
旧
会
社
か
ら
、
後
に
新
会
社
と
な
る
受
け
皿
会
社
へ
の
事
業

譲
渡
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
が
、
実
態
は
旧
会
社
の
再
建
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）（11
（

。
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件

で
は
、
①
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
と
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
実
質
的
に
同
じ
者
（
連
邦
財
務
省
）
の
支
配
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
②
新
ク

ラ
イ
ス
ラ
ー
は
旧
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
生
産
設
備
を
承
継
し
、
同
じ
ブ
ラ
ン
ド
の
自
動
車
を
生
産
す
る
こ
と
、
③
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
や

デ
ィ
ー
ラ
ー
が
有
す
る
取
引
債
権
な
ど
、
事
業
に
関
す
る
主
要
な
債
務
が
承
継
さ
れ
る
一
方
、
承
継
さ
れ
な
い
債
務
は
、
係
争
中
の

損
害
賠
償
債
務
や
、
担
保
付
債
権
者
の
不
足
額
な
ど
限
定
的
で
あ
る
こ
と
、
④
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
が
支
払
っ
た
譲
渡
代
金
は
、
連
邦

財
務
省
に
よ
っ
て
拠
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
は
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
株
主
で
は
あ
る
が
譲
渡
代
金
を
拠
出
し
て
い
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｇ
Ｍ
事
件
で
は
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
前
記
①
②
③
と
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、

④
新
Ｇ
Ｍ
に
つ
い
て
は
、
新
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
に
お
け
る
フ
ィ
ア
ッ
ト
の
よ
う
な
提
携
会
社
が
な
く
、
実
態
は
連
邦
財
務
省
の
旧
Ｇ
Ｍ

に
対
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
デ
ッ
ト
・
エ
ク
ィ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
）（
債
務
の
株
式
化
）
で
あ
っ
た
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。

　

前
記
三
4
（
2
）
の
と
お
り
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
や
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
と
の
関
係

は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
判
決
や
Ｇ
Ｍ
事
件
決
定
は
、
柔
軟
に
判

断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
裁
量
的
考
慮
要
素
の
中
に
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
を
取
り
込
ん
で
判
断
し

た
と
の
分
析
も
あ
る）（1（
（

。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
第
二
巡
回
区
に
お
い
て
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
の
適
用
範
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囲
が
今
後
極
め
て
狭
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
懸
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）（11
（

。

（
3
）　

小
括

　

以
上
の
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
判
決
お
よ
び
Ｇ
Ｍ
事
件
決
定
は
主
に
研
究
者
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
判
決
や
決
定
自
体
が
理
由
中
で
、
特
殊
例
外
的
な
事
案
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
旨
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
倒
産
専

門
弁
護
士
な
ど
の
実
務
家
の
間
で
は
、
先
例
的
な
意
味
は
小
さ
い
と
す
る
評
価
が
支
配
的
で
あ
る）（11
（

。
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
の
事
案
に

お
け
る
結
論
と
し
て
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
の
不
許
可
と
い
う
「
賭
け
」
に
出
な
か
っ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
事

業
上
の
正
当
な
理
由
の
基
準
や
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
が
、
優
先
順
位
や
平
等
原
則
違
反
に
対
す
る
歯
止
め
を
果
た
せ
な
く
な

る
危
険
性）（11
（

に
つ
い
て
は
認
識
が
共
有
さ
れ
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
実
務
家
の
間
で
も
三
六
三
セ
ー
ル
の
許
可
要
件
に
つ
い
て
の
立
法

論
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（11
（

。

五　

三
六
三
セ
ー
ル
に
関
す
る
立
法
論

1　

研
究
者
に
よ
る
立
法
提
案

（
1
）　Roe &

 Skeel

に
よ
る
提
案

　

こ
の
提
案
は
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
や
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
は
機
能
不
全
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
判

例
に
よ
る
修
正
に
は
障
壁
が
あ
る
と
し
て
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
を
修
正
し
同
一
一
二
九
条
の
計
画
認
可
要
件
と
の
関
係
を
明
確

に
す
べ
き
と
す
る
。
条
文
の
文
言
を
最
小
限
に
修
正
す
る
と
す
れ
ば
、
三
六
三
条
（
ｂ
）（
1
）
は
、「
管
財
人
、
ま
た
は
利
害
関
係

を
有
す
る
者
の
申
立
に
よ
り
、
告
知
と
審
問
の
後
、
通
常
の
事
業
の
過
程
外
に
お
い
て
、
財
団
の
財
産
の
使
用
、
売
却
ま
た
は
賃
貸

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
当
該
使
用
、
売
却
ま
た
は
賃
貸
が
、
債
務
者
の
実
質
的
事
業
遂
行
に
関
係
す
る
場
合
に
は
、
債
権
に
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対
す
る
配
当
や
、
債
務
者
の
財
産
に
対
す
る
権
原
を
実
質
的
に
定
め
な
い
条
件
で
の
公
開
入
札
が
行
わ
れ
る
場
合
に
の
み
許
可
が
与

え
ら
れ
る
。」
旨
の
規
定
に
す
べ
き
と
す
る）（11
（

。

（
2
）　A

dler

に
よ
る
提
案

　

こ
の
提
案
は
、
事
業
譲
渡
が
利
益
最
大
化
を
実
現
可
能
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
州
会
社
法
が
豊
富
な
蓄
積
を
有
し
て
お
り
、

例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
レ
ブ
ロ
ン
義
務
、
す
な
わ
ち
、
同
州
会
社
法
の
著
名
判
例
で
あ
る
レ
ブ
ロ
ン
事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア

州
最
高
裁
判
所
、
一
九
八
六
年
）
が
示
し
た
「
会
社
の
事
業
の
売
却
が
不
可
避
と
な
っ
た
場
合
、
取
締
役
は
最
高
額
で
売
却
可
能
な
相

手
方
を
探
し
株
主
の
利
益
を
最
大
化
す
る
義
務）（11
（

」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
会
社
の
価
値
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
入
札
ま
た
は
他
の
方
法

に
よ
る
市
場
の
テ
ス
ト
に
付
す
る
べ
き
一
般
的
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
て
い
る
旨
を
指
摘
す
る
。

　

そ
の
上
で
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
の
文
言
を
改
め
る
べ
き
点
と
し
て
、
債
務
者
が
全
事
業
に
つ
い
て
三
六
三
セ
ー
ル
を
行
う
場

合
に
、
債
務
者
に
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
正
当
化
で
き
る
規
模
の
大
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
常
時
に
適
用
さ
れ
る
州
法

（
例
え
ば
前
記
レ
ブ
ロ
ン
義
務
）
と
同
様
の
、
最
低
限
の
手
続
的
安
全
弁
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
加
え
て
、
債
務
者
が
負
担

す
る
債
務
の
一
部
を
落
札
者
が
承
継
す
る
こ
と
を
入
札
条
件
と
す
る
こ
と
は
、
譲
渡
益
の
分
配
に
影
響
を
与
え
る
が
、
譲
渡
益
の
増

加
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
州
法
の
規
制
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
譲
渡
の
条
件
と
し
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
と
す
る）（10
（

。

（
3
）　Bussel &

 K
lee

に
よ
る
提
案

　

三
六
三
セ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
譲
受
人
は
担
保
付
債
権
者
が
実
質
的
に
支
配
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
に
債
務
者
が
協
力
し
て

い
る
事
案
が
多
い
た
め
、
譲
渡
価
格
を
低
く
抑
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
や
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
や
Ｇ
Ｍ
の
事
例
の
よ
う
に
特
定
の

債
権
者
へ
の
優
遇
が
行
わ
れ
る
事
案
が
あ
る
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
提
案
内
容
は
や
や
抽
象
的
で
あ
る
が
、

計
画
外
で
の
債
務
者
の
全
事
業
の
譲
渡
、
特
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ド
を
用
い
る
場
合
や
内
部
者
と
関
係
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
無
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担
保
債
権
者
、
お
よ
び
利
害
関
係
人
の
同
意
を
要
す
べ
き
と
す
る
な
ど
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
や
、
計
画
内
事
業
譲
渡
を
原
則
と
す

る
こ
と
な
ど
を
提
唱
す
る）（10
（

。

（
4
）　Jacoby &

 Janger

に
よ
る
提
案

　

こ
の
提
案
は
、
立
法
が
な
く
て
も
現
行
法
の
解
釈
や
運
用
に
よ
り
可
能
と
し
て
い
る
が
、
新
た
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
な
る
の
で
こ

こ
で
紹
介
す
る
。
こ
の
提
案
は
、
債
務
者
の
総
事
業
を
対
象
と
す
る
計
画
外
事
業
譲
渡
が
、
必
要
性
を
欠
く
の
に
拙
速
に
行
わ
れ
た

こ
と
に
よ
り
財
団
が
被
る
可
能
性
が
あ
る
損
害
を
担
保
す
る
た
め
、
裁
判
所
は
事
業
譲
渡
を
推
進
す
る
者
に
対
し
、
支
配
保
証
（
ボ

ン
ド
）
ま
た
は
譲
渡
代
金
の
一
部
の
留
保
を
行
う
こ
と
（ice cube bond: 

以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｂ
」
と
い
う
）
を
事
業
譲
渡
の
許
可
条
件
に

す
べ
き
と
す
る
。
計
画
外
事
業
譲
渡
を
推
進
す
る
者
は
、
計
画
内
事
業
譲
渡
に
よ
ら
ず
に
迅
速
に
譲
渡
し
た
こ
と
が
損
害
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
後
に
立
証
す
る
責
任
が
あ
り
、
こ
の
立
証
が
成
功
し
た
場
合
に
Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
返
還
さ
れ
る
と
す
る）（11
（

。
現
行

法
下
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
は
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
般
的
規
定
（
連
邦
倒
産
規
則
七
〇
六
五
条
、
連
邦
民
事
訴
訟
規

則
六
五
条
）、
お
よ
び
三
六
三
セ
ー
ル
に
お
け
る
適
切
な
保
護
に
関
す
る
規
定
（
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｅ
））
を
挙
げ
て
お
り）（1（
（

、
Ｉ

Ｃ
Ｂ
を
提
供
す
る
者
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
の
金
額
、
損
害
が
生
じ
た
と
認
定
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
の
償
還
を
受
け
る
権

利
は
ど
の
よ
う
に
立
証
す
れ
ば
よ
い
か
な
ど
の
細
部
は
、
他
の
担
保
の
扱
い
を
類
推
す
る
と
し
て
い
る
。

2　

Ａ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
立
法
提
案

（
1
）　

第
一
一
章
手
続
改
正
検
討
委
員
会
最
終
報
告
書

　

ア
メ
リ
カ
で
倒
産
事
件
に
携
わ
る
実
務
家
を
中
心
に
組
織
さ
れ
、
倒
産
法
の
調
査
研
究
や
研
修
を
行
う
非
営
利
団
体
で
あ
る
ア
メ

リ
カ
倒
産
研
究
所
（A

BI: A
m

erican Bankruptcy Institute

）
は
、
二
〇
一
二
年
に
第
一
一
章
手
続
改
正
に
関
す
る
検
討
委
員
会

（Com
m

ission to Study the Reform
 of Chapter 1 1

）
を
設
置
し
た
。
同
委
員
会
に
は
、
倒
産
専
門
弁
護
士
な
ど
の
実
務
家
が
参
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加
し
、
第
一
一
章
手
続
の
実
務
上
の
論
点
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
判
例
、
学
説
や
実
務
家
の
意
見
な
ど
を
総
合
的
に
調
査
・
検
討
し

た
上
で
、
改
正
提
案
を
取
り
纏
め
た
最
終
報
告
書
（Final Report and Recom

m
endations

）（
以
下
「
Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
」
と
い
う
）

を
二
〇
一
四
年
八
月
に
公
表
し
た）（11
（

。
Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
は
第
一
一
章
手
続
の
ほ
ぼ
全
体
を
網
羅
し
て
お
り
、
以
下
に
詳
述
す
る
よ
う
に

三
六
三
セ
ー
ル
に
関
す
る
提
案
も
含
ま
れ
て
い
る）（11
（

。

（
2
）　

三
六
三
セ
ー
ル
に
関
す
る
提
案

（
ａ
）　
「
三
六
三
（
ｘ
）
セ
ー
ル
」
の
許
可
要
件

　
（
ⅰ
）　

実
体
的
要
件

　

Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
は
、「
全
て
の
、
ま
た
は
実
質
的
に
そ
れ
に
相
当
す
る
債
務
者
財
産
の
売
却
」
を
“363

（x

） sale

”と
し
て
、「
債

権
者
の
た
め
の
価
値
最
大
化
や
、
債
務
者
に
係
る
雇
用
の
維
持
を
含
ん
だ
政
策
目
的
を
達
成
す
る
手
続
と
し
て
有
用
性
が
あ
る
」
こ

と
を
述
べ
る
。
一
方
、
現
下
の
問
題
点
と
し
て
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
債
権
者
が
受
け
る
影
響
は
計
画
認
可
に
よ
る
再
建
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
な
実
体
的
要
件
は
判
例
理
論
に
よ
る
「
正
当
な
事
業
上
の
理
由
」
の
み
で
あ
り
、

特
に
計
画
認
可
に
お
け
る
ク
ラ
ム
ダ
ウ
ン
の
要
件
と
比
べ
る
と
格
段
に
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

に
基
づ
き
、
財
団
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
こ
と
に
加
え
、
計
画
認
可
要
件
に
対
応
す
る
以
下
の
要
件
を
、
三
六
三
（
ｘ
）
セ
ー

ル
の
許
可
要
件
に
加
え
る
べ
き
旨
の
提
案
を
す
る）（11
（

。

①　

売
却
に
つ
き
連
邦
倒
産
法
の
条
項
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
連
邦
倒
産
法
一
一
二
九
条
（
ａ
）（
1
）
に
対
応
）

②　

売
却
の
許
可
を
申
し
立
て
る
者
が
連
邦
倒
産
法
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
（
同
条
（
ａ
）（
2
）
に
対
応
）

③　

売
却
が
誠
実
に
提
案
さ
れ
、
法
の
禁
ず
る
手
段
に
よ
っ
て
い
な
い
こ
と
（
同
条
（
ａ
）（
3
）
に
対
応
）

④ 　

債
務
者
ま
た
は
買
主
が
支
出
し
ま
た
は
支
出
を
予
定
し
て
い
る
、
倒
産
事
件
ま
た
は
売
却
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
裁
判

所
の
許
可
を
取
得
済
ま
た
は
取
得
予
定
で
あ
る
こ
と
（
同
条
（
ａ
）（
4
）
に
対
応
）
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⑤ 　

債
権
者
が
異
な
る
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
を
除
き
、
債
務
者
が
、
売
却
に
よ
っ
て
得
た
代
金
を
、
売
却
完

了
日
ま
で
に
生
じ
た
共
益
債
権
等
の
支
払
に
用
い
ま
た
は
保
持
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
（
同
条
（
ａ
）（
9
）（
Ａ
）

に
対
応
）

⑥ 　

合
衆
国
法
典
第
二
八
編
（
司
法
お
よ
び
司
法
手
続
）
一
九
三
〇
条）（11
（

に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
一
切
の
手
数
料
が
支
払
済
で
あ
り
、

ま
た
は
債
務
者
が
そ
の
手
数
料
を
売
却
完
了
日
に
支
払
う
予
定
で
あ
る
こ
と
（
同
条
（
ａ
）（
12
）
に
対
応
）。

　
（
ⅱ
）　

手
続
的
要
件

　

Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
は
、
迅
速
に
行
わ
れ
る
三
六
三
セ
ー
ル
が
増
え
て
い
る
が
、
利
害
関
係
人
は
許
可
申
出
に
係
る
事
業
譲
渡
を
適
切

に
評
価
す
る
た
め
の
十
分
な
時
間
的
余
裕
が
な
い
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
売
却
手
続
許
可
や
売
却
許
可
は
、
債
務
者
が
当
該
事
業
譲

渡
以
外
の
再
建
手
法
の
有
無
の
検
討
や
、
実
効
性
あ
る
入
札
手
続
の
実
施
に
必
要
な
準
備
を
行
う
期
間
を
確
保
す
る
た
め
、
原
則
と

し
て
手
続
開
始
か
ら
六
〇
日
経
過
後
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
こ
の
期
間
（60-day m

oratorium

）
の
短
縮
は
、
債
権
者
ま
た
は

利
害
関
係
人
が
、
債
務
者
の
資
産
価
値
が
当
該
六
〇
日
間
内
に
著
し
く
低
下
す
る
高
度
の
蓋
然
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
き
、
明
白

か
つ
確
信
を
抱
く
に
足
り
る
証
明
（clear and convincing proof

）
を
し
、
か
つ
裁
判
所
が
売
却
許
可
の
実
体
的
要
件
の
充
足
を
認

定
し
た
場
合
に
例
外
的
に
可
能
と
さ
れ
る）（11
（

。

　
（
ⅲ
）
許
可
決
定
の
終
局
性
（
不
服
申
立
）

　

Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
は
、
売
却
許
可
に
つ
い
て
の
再
度
の
考
案
や
再
度
の
入
札
に
よ
る
、
よ
り
高
額
で
の
売
却
可
能
性
の
み
を
理
由
に

不
服
申
立
を
認
め
る
こ
と
は
緩
や
か
に
す
ぎ
、
売
却
手
続
を
不
安
定
な
も
の
と
す
る
た
め
、
効
果
的
な
入
札
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
許
可
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
は
、
例
外
的
な
状
況
ま
た
は
入
札
に
お
い
て
入
札
結
果
に
実
質
的
に
影

響
し
た
可
能
性
が
あ
る
重
大
な
手
続
違
反
を
認
定
し
た
場
合
を
除
き
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
提
案）（11
（

を
行
っ
て
い
る
。

（
ｂ
）　

担
保
権
等
の
負
担
の
消
除
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前
記
二
2
（
3
）（
ａ
）
の
と
お
り
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｆ
）
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
は
争
い
が
あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書

は
、
規
定
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
し
た
上
で
拡
張
す
る
こ
と
が
、
よ
り
多
く
の
入
札
を
促
し
高
額
で
売
却
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

と
し
、
以
下
の
提
案
を
行
う）（10
（

。

① 　

憲
法
上
許
容
さ
れ
る
限
度
で
、
不
法
行
為
法
上
の
承
継
者
責
任
（successor liability

）
も
含
む
、
対
象
財
産
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
権
利
の
負
担
を
消
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
連
邦
政
府
ま
た
は
地
方
政
府
が
有
す
る
債
権
も
、
倒
産
法
に
お
け

る
請
求
権
の
定
義
に
該
当
す
れ
ば
消
除
の
対
象
と
な
る
が
、
警
察
的
ま
た
は
規
制
的
権
利
の
執
行
は
消
除
の
対
象
と
な
ら
な
い

こ
と
。

② 　

担
保
権
で
あ
る
リ
ー
エ
ン
の
効
力
が
売
却
益
に
も
及
ぶ
場
合
、
ま
た
は
リ
ー
エ
ン
保
有
者
が
他
の
形
態
で
適
切
な
保
護
を
受

け
る
場
合
は
、
財
産
価
値
が
担
保
権
の
価
値
の
合
計
を
上
回
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
売
却
に
よ
り
担
保
権
を
消
除
可
能
と

す
る
こ
と
。

③ 　

三
六
三
セ
ー
ル
の
対
象
財
産
に
つ
い
て
の
未
履
行
契
約
お
よ
び
継
続
中
の
賃
貸
借
を
消
除
す
る
こ
と
は
、
連
邦
倒
産
法
三
六

三
条
（
ｆ
）
で
は
な
く
、
未
履
行
契
約
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
一
般
的
規
定
で
あ
る
同
法
三
六
五
条
（
管
財
人
が
引
受
ま
た
は

拒
絶
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
）
に
よ
る
こ
と
。

（
ｃ
）　

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ド

　

Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
は
、
現
行
法
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ト
に
関
す
る
規
定
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
が
、
裁
判
所
は
売

却
手
続
を
許
可
す
る
に
際
し
、
他
の
入
札
者
を
萎
縮
さ
せ
る
効
果
（chilling effect

）
を
緩
和
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
と
の
提
言
を

す
る）（10
（

。
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3　

今
後
の
見
通
し

　

Ａ
Ｂ
Ｉ
報
告
書
に
対
し
て
は
、
事
業
者
向
け
の
ロ
ー
ン
市
場
を
扱
う
金
融
事
業
者
の
団
体
で
あ
る
Ｌ
Ｓ
Ｔ
Ａ 

（T
he Loan 

Syndications and T
rading A

ssociation

） 

）
（11
（

が
大
部
に
渡
る
意
見
書
を
発
表
し
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
六
〇
日
間
の
モ
ラ

ト
リ
ア
ム
は
手
続
を
長
期
化
さ
せ
、
事
業
継
続
や
手
続
遂
行
に
要
す
る
費
用
を
増
大
さ
せ
る
結
果
と
な
る
た
め
相
当
で
な
い
旨
や
、

現
行
法
で
は
、
担
保
権
者
が
倒
産
手
続
に
関
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か
は
関
係
者
と
の
交
渉
次
第
で
あ
る
の
に
、
最
終
報
告
書

の
提
案
は
、
債
務
者
が
支
払
を
許
可
さ
れ
た
全
て
の
手
続
費
用
債
権
を
売
却
益
か
ら
一
方
的
に
差
し
引
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の

で
、
担
保
権
者
の
選
択
権
を
奪
う
こ
と
に
な
り
不
当
で
あ
る
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
る）（1（
（

。
一
方
、
倒
産
法
専
門
弁
護
士
の
最
終
報
告

書
に
対
す
る
評
価
は
、
概
し
て
肯
定
的
で
あ
る）（11
（

。

　

法
改
正
の
実
現
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
数
年
の
好
景
気）（11
（

に
よ
り
倒
産
法
へ
の
関
心
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
言
え
ず
、
最
近

の
連
邦
議
会
上
下
院
の
司
法
委
員
会
で
は
、
中
小
企
業
（
Ｓ
Ｍ
Ｅ
）
に
関
す
る
特
別
規
定
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る）（11
（

。
二
〇
一
八
年
の
中
間
選
挙
に
よ
り
、
連
邦
議
会
の
過
半
数
が
上
院
（
共
和
党
）
と
下
院
（
民
主
党
）
で
異
な
る
と
い

う
政
治
状
況
も
あ
っ
て
、
抜
本
的
な
法
改
正
が
近
い
将
来
に
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
と
み
ら
れ
て
い
る
。

六　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
わ
が
国
の
民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
計
画
外
事
業
譲
渡
の
状
況
を
踏
ま
え
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
か
ら
得
ら
れ

る
示
唆
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
す
る
。
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1　

民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
計
画
外
事
業
譲
渡

（
1
）　

利
用
状
況

　

民
事
再
生
手
続
に
お
い
て
計
画
外
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
た
件
数
や
割
合
に
つ
い
て
、
公
表
さ
れ
て
い
る
網
羅
的
な
統
計
資
料
は
存

在
し
な
い
が
、
最
新
の
調
査
研
究
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
統

計
が
あ
る
。
同
研
究
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
民
事
再
生
事
件
の
約
二
割
で
、
計
画
外
お
よ
び
計
画
内
の
事
業
譲

渡
の
試
み
が
あ
っ
た）（11
（

。
ま
た
、
事
業
譲
渡
の
実
施
枠
組
み
が
判
明
し
て
い
る
事
件
で
は
、
計
画
外
の
比
率
が
約
九
割
を
占
め
て
お
り
、

二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
終
結
し
た
事
件
よ
り
も
、
よ
り
最
近
の
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
終
結
し
た
事
件
、
ま
た

仙
台
・
那
覇
よ
り
も
東
京
・
大
阪
で
事
業
譲
渡
型
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る）（11
（

。
特
に
大
規
模
な
再
生
事
件
が
多
く
係
属
す
る
東
京

や
大
阪
に
お
い
て
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
比
率
が
近
時
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
三
六
三
セ
ー
ル
の
隆

盛
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
も
、
自
主
再
建
よ
り
も
計
画
外
事
業
譲
渡
の
手
法
が
好
ま
れ
る
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）　

計
画
外
事
業
譲
渡
の
規
律

　

民
事
再
生
法
は
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
通
常
の
財
産
処
分
と
は
区
別
し
、「
再
生
債
務
者
の
営
業
ま
た
は
事
業
の
全
部
ま

た
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
」
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
と
し
、
裁
判
所
は
再
生
債
務
者
の
事
業
の
再
生
の
た
め
に
必
要

と
認
め
る
場
合
に
限
り
許
可
で
き
る
こ
と
（
民
再
四
二
条
一
項
一
号
）、
お
よ
び
許
可
に
際
し
再
生
債
権
者
や
労
働
組
合
か
ら
意
見
を

聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
（
同
条
二
項
・
三
項
）。
ま
た
、
株
式
会
社
で
あ
る
再
生
債
務
者
が
行
う
計
画
外
事
業

譲
渡
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
の
承
認
決
議
に
代
わ
る
裁
判
所
の
許
可
（
代
替
許
可
）
の
制
度
が
あ
る
（
民
再
四
三
条
）。

　

民
事
再
生
法
四
二
条
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
事
業
譲
渡
以
外
の
方
法
に
よ
る
再
生
が
、
経
営
の
観
点
や
必
要
な
時
間
等
の
観

点
か
ら
困
難
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
必
要
性
」
に
加
え
、
譲
受
人
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
が
公
正
で
あ
る
こ
と
や
、
譲
渡
代
金
が
相

当
な
金
額
で
あ
り
支
払
い
が
確
実
な
こ
と
等
の
「
相
当
性
」
も
要
件
と
す
る
の
が
、
多
数
説
お
よ
び
裁
判
例
の
立
場
で
あ
る）（11
（

。
相
当
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性
要
件
の
具
体
的
な
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
計
画
内
事
業
譲
渡
や
事
業
譲
渡
以
外
の
資
金
提
供
方
法
も
含
め
た
「
ス
ポ
ン
サ
ー
の

選
定
基
準
」
と
し
て
実
務
家
を
中
心
に
議
論
が
さ
れ
て
お
り
、「
事
業
再
生
に
お
け
る
ス
ポ
ン
サ
ー
選
定
研
究
会
」
が
発
表
し
た

「
二
重
の
基
準
説）（10
（

」
が
大
方
の
支
持
を
得
て
い
る
。
一
方
、
必
要
性
要
件
に
つ
い
て
は
、「
再
生
債
務
者
に
お
い
て
も
事
業
の
再
生
は

可
能
で
あ
る
が
、
他
へ
譲
渡
し
た
ほ
う
が
、
再
生
が
よ
り
確
実
で
あ
り
、
か
つ
再
生
債
権
者
や
従
業
員
の
た
め
に
も
よ
り
利
益
が
あ

る
こ
と
が
明
白
な
場
合）（10
（

」、
あ
る
い
は
「
現
在
の
経
営
陣
に
対
す
る
取
引
先
か
ら
の
信
用
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
第
三
者
の
も
と
で

営
業
等
を
続
け
れ
ば
取
引
の
継
続
と
そ
れ
に
よ
る
事
業
の
再
生
が
可
能
と
な
り
、
あ
る
い
は
一
層
確
実
に
な
る
場
合）（11
（

」
な
ど
の
基
準

が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
相
当
性
要
件
に
比
べ
て
議
論
は
必
ず
し
も
十
分
に
深
め
ら
れ
て
い
な
い
。

2　

ア
メ
リ
カ
法
か
ら
の
示
唆

　

民
事
再
生
手
続
の
基
本
的
な
ル
ー
ト
で
あ
る
、
再
生
計
画
の
提
出
か
ら
債
権
者
集
会
に
お
け
る
決
議
を
経
て
、
裁
判
所
に
よ
る
再

生
計
画
認
可
決
定
に
至
る
流
れ
は
、
第
一
一
章
手
続
と
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
。
ま
た
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
の
規
律
も
、

債
権
者
等
か
ら
の
意
見
聴
取
を
経
た
上
で
、
裁
判
所
が
許
可
・
不
許
可
を
判
断
す
る
と
い
う
基
本
構
造
や
、
具
体
的
な
許
可
要
件
は

条
文
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
点
も
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）（
1
）
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
事
再

生
手
続
に
お
け
る
計
画
外
事
業
譲
渡
の
実
体
的
許
可
要
件
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
判
例
理
論

を
参
考
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
前
記
の
三
つ
の
判
例
理
論
の
適
用
範
囲
は
截
然
と
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、

わ
が
国
で
こ
れ
ら
と
類
似
の
基
準
を
用
い
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
考
慮
要
素
に
つ
い
て
の
整
理
・
検
討
は
必
須
で
あ
る
。
ま
た
、

民
事
再
生
手
続
が
第
一
一
章
手
続
と
制
度
的
に
異
な
る
点
と
し
て
、
債
権
者
の
組
分
け
が
な
い
こ
と
や
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
関
す

る
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
手
続
が
存
在
し
な
い
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
運
用
実
態
の
違
い
と
し
て
、
第
一
一
章
手
続
で
は
、
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前
記
二
2
（
3
）（
ａ
）
で
述
べ
た
債
権
者
委
員
会
に
加
え
、
債
務
者
側
も
代
理
人
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
事
業
再
生
に
通
じ
た
専

門
家
が
、
従
前
の
経
営
者
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
た
見
地
か
ら
、
再
建
を
円
滑
に
実
現
す
る
た
め
債
務
者
の
オ
フ
ィ
サ
ー
に
就
任
す

る
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（chief restructuring offi

cer

）
（1（
（

）
も
積
極
的
に
活
動
し
て
お
り
、
計
画
外
事
業
譲
渡
を
行
う
場
合
も
、
裁
判
所
に
よ
る
許

可
申
立
に
つ
い
て
の
審
査
以
前
に
、
利
害
関
係
人
間
で
の
情
報
共
有
や
協
議
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
日
米
間
の
相
違
に
留
意
し
つ
つ
、
手
続
的
要

件
も
含
め
、
後
日
更
に
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
追
記
】　

本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団
研
究
助
成
、
お
よ
び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（16K

03411

）
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
（10
）　Pub. L. 110-343.

（
（10
）　

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
お
よ
び
Ｇ
Ｍ
事
件
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
井
出
・
前
掲
注
（
22
）
一
二
七
頁
、
池
上
恭
子
「
米
国
連
邦

倒
産
法
チ
ャ
プ
タ
ー
11
に
よ
る
企
業
再
建
の
動
向
―
Ｇ
Ｍ
お
よ
びChrysler

の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」
海
外
事
情
研
究
四
〇
巻
二
号

六
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）。
Ｇ
Ｍ
事
件
に
つ
い
て
、
福
岡
・
前
掲
注
（
22
）
四
四
四
頁
、
吉
川
浩
史
「
Ｇ
Ｍ
に
よ
る
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ

ブ
ン
を
活
用
し
た
再
建
の
行
方
」
野
村
資
本
市
場
研
究
所
・
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
〇
九
年
夏
号
九
八
頁
。

（
（（1
）　Bay H

arbour M
gm

t., L.C. v. Lehm
an Bros. H

oldings., Inc. 

（In re Lehm
an Bros. H

oldings, Inc.

）, 415 B.R. 77 

（S.D
.N

.Y
. 2009

）.

（
（（（
）　In re Chrysler LLC, 576 F.3d 108 （2d Cir. 2009

）.

（
（（1
）　In re Chrysler LLC, 405 B.R. 84, 87-92 （Bankr. S.D

.N
.Y

. 2009

）.

（
（（1
）　

こ
の
よ
う
な
飛
越
上
訴
は
、28 U

.S.C. 158

（d

）（2

）（2010

）
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
（（1
）　In re Chrysler, 576 F.3d., at 113, 118-119.

（
（（1
）　In re Chrysler, 558 U

.S. 1087 （2009

）.
（
（（1
）　In re General M

otors Corp., 407 B.R. 463 （Bankr. S.D
.N

.Y
. 2009

）.
（
（（1
）　Id., 490.

（
（（0
）　Id., 491-492.

（
（（0
）　Id., 492-494.

（
（11
）　Id., 495-496.

（
（1（
）　In re T

rans W
orld A

irlines, Inc., 2001 W
L 1820326, at * 11-12.

「
Ｔ
Ｗ
Ａ
が
、
価
値
が
変
動
す
る
一
群
の
財
産
を
金
銭
に

換
価
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
生
成
さ
れ
た
価
値
は
、
無
担
保
債
権
者
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
対
し
配
当
を
す
る
に
は
足
り
な
か
っ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
売
買
そ
れ
自
体
が
Ｔ
Ｗ
Ａ
の
将
来
の
再
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